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猟銃等 (初心者)講習会の開催について

銃砲刀剣類所持等取締法第 5条の 3第 1項 に規定する猟銃等 (初 心者 )

講習会を下記のとお り開催 します。

記
1 開催 日時

令和 6年 10月 17日 (本 )午前 9時か ら午後 5時までの間
2 開催場所                         |

TEl歌 ‖1県 田辺市朝日ヶ丘23番地の 1

雨牟婁振興局 4階 大会議室
3 定員

25名

4 受講申込要領

(1)申 込先

住所地を管輔する警察署の生活安全課又は生活安全刑事躁
※ 有田湯浅警察署有田分庁合若 しくは新宮警察署串本分庁舎管

内に居住の方は、分庁舎の生活安全係でも受け付けています:

(受 付時間 :平 日午前 9時か ら午後 5時まで )

(2)提出物

講習受講申込書 (規則様式第19号 )に 写真を貼付 し、必要事項を

記載の上、申し込んでください。

(3 受講料
6,900円 (左記相当額の和歌山県証紙を事前に購入 し、受講当圧、

受講申込書に貼付 して提出 して ください。)         |
14)受 付締切 日

令和 6年 10月 4日 (金 )

※ 定員に達すれば、その時点で受付を締め切 ります。
5 受講ⅢLの 留意事項

(1)申 込みに際 しては、事前に電話で住所地を管轄する警察署担当者
に連絡 して ください。

(a 電話予約の上で郵送による申込みも可能です。
6 問い合わせ先

和歌山県警察本部生活安全企画課 銃砲・営業等許 白∫係
周巳冒ヨ  073-423-0110  ノゝ市泉3056-3059
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